
令和２年６月２５日（木）　午後２時

令和２年６月２５日（木）　午後２時３８分

教育委員会室

教育長職務
代 理 者

竹　内　一　普 委 員 清　水　久　美

委 員 塚　田　展　子 委 員 重　田　　誠

教育部長　小　見　幸　雄 学校教育担当部長　佐　藤　明　彦

教育総務課長　植　原　政　美 社会教育課長　土　谷　真由美

文化財保護課長　角　田　真　也 中央公民館長　藍　　美　香

中央図書館次長　齊　藤　寛　方 教職員課長　大　澤　克　教

学校教育課長　橋　爪　幸　雄 健康教育課長　山　﨑　幹　夫

教育センター所長　永　井　智　幸 高崎経済大学附属高等学校事務長　神　宮　義　子

書記　教育総務課　宮　澤　信　宏

高崎市教育委員会定例会会議録

開 会 年 月 日

閉 会 年 月 日

会 議 の 場 所

事　務　局（説明員）



報告連絡事項 第８回高崎学検定及び第７回高崎学検定解説ブックについて

議案第１５号 高崎市社会教育委員の委嘱について

議案第１６号 高崎市公民館運営審議会委員の委嘱について

承 認 第 ６ 号
臨時代理の承認について（令和２年度高崎市一般会計補正予算（６月議会提出
分）教育費見積書の提出）

承 認 第 ７ 号
臨時代理の承認について（令和２年度高崎市一般会計補正予算（６月議会追加提
出分）教育費見積書の提出）

承 認 第 ８ 号
臨時代理の承認について（高崎市立高崎経済大学附属高等学校令和３年度使用教
科用図書の採択）

６月２５日 会　議　に　附　し　た　事　件



- 1 - 

 

高崎市教育委員会６月定例会会議録 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

皆様こんにちは。ただ今より高崎市教育委員会６月定例会を開会いたします。 

開会にあたりまして、去る６月２１日、高崎特別支援学校長の北森章久先生が急逝さ

れました。哀悼の意を表して黙とうを捧げたいと思いますので、ご協力をお願いいたし

ます。 

（黙とう） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 ありがとうございました。 

それでは、６月定例会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。飯野

教育長から、本定例会を欠席する旨の届け出がございました。この事によりまして、教

育長職務代理者であります私、竹内が本定例会の議事運営にあたらせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

それでは、議事日程に従いまして、議事を進めさせていただきます。 

日程第１ 会期の決定といたしまして、会期は、本日１日といたします。 

日程第２ 会議録署名人の指名といたしまして、会議録署名人に、塚田委員と重田委

員を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。 

日程第３ 会議録の承認といたしまして、前回の会議録を事前に送付させていただき

ましたが、内容について何かございますか。 

（「なし」との声あり。） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 「なし」とのお声をいただきましたので、会議録はご異議なしと認め、原案のとおり

承認させていただきます。 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

それでは、本日の議事に入ります。 

 承認第６号「臨時代理の承認について（令和２年度高崎市一般会計補正予算（６月議

会提出分）教育費見積書の提出）」を議題といたします。提案理由の説明をお願いいた

します。 

（植原 教育総務課長 説明） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 説明が終わりましたが、本案に対して、ご質疑ございますでしょうか。 

    （「なし」との声あり。） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 よろしいでしょうか。 

 それではお諮りいたします。本案は原案のとおり決することでよろしいでしょうか。  

（「異議なし」との声あり。） 
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教育長職務代理者（竹内一普） 

ご異議なしと認め、承認第６号は、原案のとおり可決いたしました。 

 続きまして、承認第７号「臨時代理の承認について（令和２年度高崎市一般会計補正

予算（６月議会追加提出分）教育費見積書の提出）」を議題といたします。提案理由の

説明をお願いいたします。 

    （植原 教育総務課長 説明） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 説明が終わりました。こちらの資料も皆様、事前にご覧いただいていると思いますが、

本案に対しまして、ご質疑ございますでしょうか。 

 

委員（重田誠） 

 現在、学校はコロナの対策で大変だと思いますが、実際に消毒薬等にかかる経費はか

なりあると思いますが、この補正予算で何とかなるのでしょうか。秋から冬にかけて今

回の予算より必要になってくる可能性があると思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

 

教育総務課長（植原政美） 

 今回の補正額につきましては、現在使っています消毒液の使用料の累計を出させてい

ただきまして、それに基づく１年間に使う量を算出して、今年度分を計上させていただ

いたものであります。 

 

委員（重田誠） 

 今後、消毒薬以外にも色々な対応が必要になってくる可能性があると思いますが、そ

れに関してはいかがですか。 

 

教委総務課長（植原政美） 

 今回の補正予算は消毒液に限ってという事になっています。今後、また必要に応じて

費用がかかるようであれば、それについては検討していきたいと考えています。 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 今後、消毒に限らず色々なものが出てくるかもしれません。フレキシブルに対応して

いただければと思います。他にいかがでしょうか。 

    （「なし」との声あり。） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 よろしいでしょうか。 

それではお諮りいたします。本案は原案のとおり決することでご異議ございませんか。 

    （「異議なし」との声あり。） 
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教育長職務代理者（竹内一普） 

 ご異議なしと認め、承認第７号は、原案のとおり可決いたしました。 

 続きまして、承認第８号「臨時代理の承認について（高崎市立高崎経済大学附属高等

学校令和３年度使用教科用図書の採択）」を議題といたします。提案理由の説明をお願

いいたします。 

    （橋爪 学校教育課長 説明） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 説明が終わりましたが、本案に対しまして、ご質疑ございますでしょうか。 

    （「なし」との声あり。） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 よろしいでしょうか。 

 それではお諮りいたします。本案は原案のとおり決することでご異議ございませんか。 

    （「異議なし」との声あり。） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 ご異議なしと認め、承認第８号は、原案のとおり可決いたしました。 

 続きまして、議案第１５号「高崎市社会教育委員の委嘱について」を議題といたしま

す。提案理由の説明をお願いいたします。 

    （土谷 社会教育課長 説明） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 説明が終わりました。本案に対しましてご質疑ございますでしょうか。 

    （「なし」との声あり。） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 よろしいでしょうか。 

 それではお諮りいたします。本案は原案のとおり決することでご異議ございませんか。 

    （「異議なし」との声あり。） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 ご異議なしと認め、議案第１５号は、原案のとおり可決いたしました。 

 続きまして議案第１６号「高崎市公民館運営審議会委員の委嘱について」を議題とい

たします。提案理由の説明をお願いいたします。 

    （藍 中央公民館長 説明） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 説明が終わりました。本案に対しまして、ご質疑ございますでしょうか。 

    （「なし」との声あり。） 
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教育長職務代理者（竹内一普） 

 それではお諮りいたします。本案は原案のとおり決することでご異議ございませんか。 

    （「異議なし」との声あり。） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 ご異議なしと認め、議案第１６号は、原案のとおり可決いたしました。 

 続きまして、報告連絡事項に移ります。「第８回高崎学検定及び第７回高崎学検定解

説ブックについて」の説明をお願いいたします。 

    （土谷 社会教育課長 説明） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 ありがとうございます。この時期になったなという感じがいたします。冊子も、あら

かじめ見させていただきましたが、皆様、ご意見ご質問がございましたらお願いいたし

ます。 

 

委員（清水久美） 

 第７回の解説ブックですが、もし高崎学検定を受験したい方にアドバイスをするとし

たら、これをしっかりやっておけば、高崎学博士まで取れるという参考書になるのでし

ょうか。 

 

社会教育課長（土谷真由美） 

 今回、第７回の問題と解説ブックとして配布しておりますが、それだけではちょっと

厳しいと思われます。この検定は難しいという事で始めましたので、色々な角度から勉

強していただいて、挑戦していただければと思います。 

 

委員（清水久美） 

 この他に、本も出ていますね。 

 

社会教育課長（土谷真由美） 

 検定本といたしまして、「高崎学Ⅰ、Ⅱ」というのを発行させていただいています。 

 

委員（清水久美） 

 そちらも含めて、この解説ブックを参考に出題傾向を掴むという感じですね。しかし、

無料配布は有難いと思います。ありがとうございました。 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 合格率が非常に低いので、興味を持っていただくためにも、有効に活用いただきたい

と思います。他に皆様のご意見、ご質問はよろしいでしょうか。 

    （「なし」との声あり。） 

 

 

 

 



- 5 - 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

以上で、予定していた議事の審査は終了いたしましたけれども、事務局からその他、

報告等ございますでしょうか。 

    （「特になし」との声あり。） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 次に、この際、委員の皆様からご質問等受けたいと思いますが、まず、私から１点、

前回お尋ねいたしました、公民館や図書館の現状について、経過状況を教えていただけ

ますでしょうか。 

 

中央公民館長（藍美香） 

 ６月１３日に県の警戒レベルが下がりまして、市内の各公民館での活動はだいぶ活発

になってきている印象を受けています。先週と今週、いくつかの公民館を巡回しました

が、三線などの楽器の音が聞こえるなど、平常の公民館の姿が段々戻ってきているかな

と感じているところです。各公民館の利用状況ですが、約６割といったところです。警

戒レベルは下がりましたが、感染のリスクが消えたわけではございませんので、今後と

も、館内の換気や距離の確保などの対策には、万全を期して参りたいと思います。 

 

中央図書館次長（齊藤寛方） 

 図書館につきましては、再開以降は図書の貸出、返却、予約に限らせていただきまし

たが、県の警戒度が下げられました６月１３日から、館内での閲覧、視聴覚ブースや学

習室を利用していただけるようになりました。引き続き、感染防止対策の徹底のため、

座席の間引きによる対人距離の十分な確保や、学習室の２時間での入れ替え、利用時間

につきましては、これまでの３０分以内から２時間以内は可能ということにしています。 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 ありがとうございます。着実に元に戻りつつあるということで、警戒しながら運営に

努めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。他に皆様から、何か

ご意見ございましたら、お願いいたします。 

 

委員（清水久美） 

 ようやく学校が始まって、通常ですと、これから夏にプールの授業がありますが、高

崎市は現時点でどのようにお考えでしょうか。 

 

健康教育課長（山﨑幹夫） 

 本市のプールの状況につきましては、本市の新型コロナウイルスの感染状況並びに、

文部科学省から発出されています水泳授業の取り扱いの文書を参考に、検討を進めてい

るところでございます。 

 

委員（重田誠） 

 小児科の医師の立場から申し上げますと、コロナウイルス感染症に関しましては、当

初と全然話が違っていまして、初めはインフルエンザと同じで、学校での感染が非常に

問題であるという事でしたが、世界中に膨大な数の論文が出てきて、段々病状がわかっ
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てきています。一番最近の日本小児科学会がまとめたガイドラインでは、学校ではそれ

ほどクラスターが発生していないことが世界中で分かっています。しかし、これは今ま

でのデータですので、これから学校が始まるとわかりませんが、少なくとも今のところ

は出ていません。かなり考え方が変わってきまして、ただ止めればいいのではなく、安

全な形でやるという事が大切です。日本小児科学会のガイドラインや、文部科学省とス

ポーツ庁のガイドラインでも、積極的に止める必要はないという事です。ただ、３密な

どを防いでくださいという事ですから、その辺を考えていただいて、先日、学校保健会

でも検討して欲しいという事でしたし、その辺と合わせて、安全に出来るよう検討して

出来ればやれるといいかなと思います。いくつかの条件の中で、最終的決定していただ

きたいと思います。 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 時期的に保護者の皆様も注目を持つところですので、正確な情報で、しっかりと慎重

に判断していきたいと思います。他に皆様いかがでしょうか。 

 

委員（重田誠） 

 学校が始まって、幸いなことに感染者が出なくて良かったですが、長期に渡って休ん

でいたので、始まってからお腹や頭が痛いですとか、適応できない子が出てきています。

長期の休み明けだと仕方のない事ですが、色々な心理的な問題が出てきて、最新の小児

科学会のガイドラインでも、長期の休みによる心理的な障害の方が多いのではないかと

いう事です。いずれにしろ、学校が再開した時には感染に対する事はもちろんですが、

心理的な事も含めてやっていかないと、色々な問題が出て来るのではないかと思います。

実際、学校に行けていない子どもについて報告は上がってきていますか。 

 

学校教育課長（橋爪幸雄） 

 現段階で、不安を抱えて学校に来られない子につきましては、出席停止扱いにしてお

りますが、数的には、小中学校とも６月１日から日々、推移は減ってきています。ただ、

いないわけではなく、現在、小学校では２０人までいかない２桁、中学校では１桁おり

ますので、合計２０～３０人くらいの子どもたちがいるのは事実でございます。そのよ

うな子どもたちに対しては、学校で色々な連絡方法を取りながら、心のケアを含めてや

っています。 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 学校別で対応いただいているようですが、心理的な要素とありましたが、塚田委員い

かがでしょうか。 

 

委員（塚田展子） 

 ６月１日からスタートして、今、約３週間が終わろうとしていますが、子どもたちは

結構頑張ってやって来られていると思います。４月の新学期が始まる時もそうですが、

４月は一応乗り切れる子どもが多いのですが、１か月半くらい経ったところ、今で言い

ますと７月に入ってから疲れが出て来ると思いますので、丁寧に子どもたちの様子を見

ていただくと良いかなと思います。 
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教育長職務代理者（竹内一普） 

 引き続き、子どもたちの動きをしっかりと把握頂いて、指導いただきたいと思います。 

他に、皆様からいかがでしょうか。 

 

委員（塚田展子） 

 今日の新聞に文部科学省が「携帯電話の中学生に関する持ち込みについて、条件付き

で認める」という記事が出ていました。まだ、実際に通知は来ていないと思いますが、

本市ではどのように考えているのでしょうか。 

 

学校教育課長（橋爪幸雄） 

 平成２０年度に「インターネット機能付き携帯電話の持ち込みについては原則禁止」

ということで、本市では保護者と学校に通知を出しました。ただ、それからもう１０年

以上経ちます。色々な状態でインターネットに接続できる状況が出来ていますし、今回

の新聞での報道は承知していますが、今後通知を受けた上で、状況を踏まえて現状に合

った形を検討していく必要があると考えています。 

 

委員（塚田展子） 

 現実問題、大阪では地震が起こった後に、府の方では限定的に持ち込みを許可しまし

た。もし仮に持ち込んだ時、報道にも書かれていますが、管理の仕方や、もし紛失した

場合云々という事もありますので、慎重に対応していただければと思います。 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 そのようなご意見を踏まえて、対応いただきたいと思います。他に、皆様からいかが

でしょうか。 

    （「なし」との声あり。） 

 

教育長職務代理者（竹内一普） 

 ないようですので、以上をもちまして、教育委員会６月定例会を閉会させていただき

ます。 

本日は大変ご苦労様でした。 


